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施設名 期日前投票期間 受付時間

市役所 １階 つばめホール
（吉田西太田 1934）

10 月 17 日㈪
　〜 10 月 22 日㈯

午前８時 30 分
〜午後８時

燕庁舎 1 階 エントランスホール
（白山町２‒７‒27） 午前 8 時 30 分

〜午後５時分水公民館 １階 小会議室
（分水新町２‒５‒１）

10 月 23 日日
燕市議会議員一般選挙
◎期日前投票期間 10月17日㈪ ～ 22日㈯

燕市の未来を託す大切な１票
棄権しないで投票しよう！

入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」
になっています。
事前に記入してお持ち
いただくと受付が早く
済みます！

　
10
月
23
日
㈰
の
投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
投
票
で

き
な
い
場
合
は
、
投
票
日
前
で
も
投
票
が
で
き
ま
す
。
買

い
物
な
ど
で
外
出
す
る
場
合
も
、
投
票
で
き
な
い
理
由
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
投
票
日
に
用
事
が
あ
る

人
は
、
期
日
前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
期
日
前
投
票

は
、
左
の
表
の
う
ち
ど
こ
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

　
　
　
期
日
前
投
票
を

　
　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

やってはいけない選挙運動！
選挙運動期間は 10月16日㈰〜 22日㈯までです。選挙違
反のない、きれいな選挙にするため、選挙運動として禁止
されている事例をご紹介します。

■戸別訪問の禁止
　選挙運動のため、有権者の家、会社や工場などに戸別に訪問することは禁止されています。
■飲食物提供の禁止
　選挙運動のため、飲食物を提供することは禁止されています。ただし「湯茶と通常用いられる程度の菓子」「選
　挙事務所で提供する定められた範囲内の弁当」は禁止対象から除外されています。 
■買収・供応接待の禁止
　選挙運動のために ❶有権者に金銭や物品を与えること ❷酒食による接待をすることは禁止されています。 
■寄附の禁止
　候補者から市内の個人や法人に寄附をすることは禁止されています。有権者から候補者への寄附は、 金額な
　どの制限があります。
■公務員等の選挙運動禁止
　一般職 ( 常勤 ) の地方公務員は、所属区域内で選挙運動をすることは禁止されています。また、民生委員な
　ど特別職 ( 非常勤 ) の公務員は、選挙運動をすることができますが、公務員の地位を利用した選挙運動は禁
　止されています。地位を利用した選挙運動には ❶職務権限を利用した選挙運動 ❷職務で訪問した家での選
　挙運動 ❸職務上影響力のある相手に対しての選挙運動などがあります。 
■選挙権のない人の選挙運動禁止
　17 歳以下など選挙権のない人は選挙運動ができません。

問 選挙管理委員会事務局 ☎ 0256·77·8313　 
　 市議選に関する情報は市ホームページをご確認ください。

市ホームページ
はこちら▼

◉
投
票
の
有
無
の
お
知
ら
せ

　
立
候
補
者
が
定
数（
20
人
）を
超
え

な
い
場
合
、投
票
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
投
票
の
有
無
は
10
月
16
日
㈰
の
午

後
５
時
過
ぎ
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◉
投
票
で
き
る
人
…
次
の
全
て
に
該

当
す
る
人

❶
平
成
16
年
10
月
24
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

❷
令
和
４
年
10
月
15
日
現
在
で
燕
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
か

ら
３
カ
月
以
上
経
過
し
た
人(

令
和

４
年
７
月
15
日
以
前
に
住
民
票
が
作

成
さ
れ
た
人)

で
、
投
票
日
当
日
も

引
き
続
き
燕
市
に
住
所
を
有
す
る
人

※
た
だ
し
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
選
挙
権
を
停
止
さ
れ
て
い
る

人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

■
市
内
転
居
し
た
人

　
令
和
４
年
９
月
23
日
以
降
、
市
内

で
転
居
し
た
人
は
、
転
居
す
る
前
の

住
所
で
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
た
め
、
転
居
前
の
投
票
所
で
投

票
し
て
く
だ
さ
い
。

◉
投
票
所
入
場
券
の
送
付

　
10
月
16
日
㈰
こ
ろ
に
は
お
手
元
に

届
く
よ
う
に
発
送
し
ま
す
。
入
場
券

は
世
帯
主
宛
て
に
送
ら
れ
、
１
枚
の

シ
ー
ル
式
は
が
き
に
家
族
６
人
分
ま

で
連
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
自
切
り

離
し
て
投
票
所
に
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
入
場
券
に
は
投
票
所
名
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の

な
い
よ
う
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
な

お
、
入
場
券
が
届
い
た
人
で
も
、
投

票
前
に
燕
市
か
ら
転
出
し
た
人
は
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

　
万
一
、
入
場
券
が
届
か
な
か
っ
た

り
、
無
く
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
場

合
は
、
投
票
所
の
係
員
へ
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
投
票
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◉
投
票
所
に
つ
い
て
　

　
投
票
所
の
場
所
は
二
次
元
コ
ー
ド

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

■
字
が
書
け
な
い
人
は

　
病
気
や
け
が
で
字
が
書
け
な
い
人

は
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
係
員
が
代

わ
っ
て
候
補
者
氏
名
を
書
き
ま
す
。

投
票
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
点
字
投
票
が
で
き
ま
す

　
目
の
不
自
由
な
人
は
点
字
投
票
が

で
き
ま
す
。
投
票
所
の
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

◉
投
票
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
対
策
に
つ
い
て

❶
投
票
所
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液

を
設
置
し
ま
す
。 

❷
投
票
事
務
従
事

者
な
ど
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
す
。 

❸
投
票
所
内
は
定
期
的
に
換
気
を
実

施
し
ま
す
。 

❹
投
票
所
内
の
記
載
台

や
鉛
筆
な
ど
は
、
定
期
的
に
消
毒
し

ま
す
。 

❺
密
に
な
ら
な
い
よ
う
、
記

載
台
は
一
定
の
間
隔
を
あ
け
ま
す
。

　　
な
お
、
ご
来
場
の
際
は
、
マ
ス
ク

の
着
用
や
手
指
消
毒
な
ど
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。ま
た
、期
日
前
投
票
日
の

後
半
や
投
票
日
当
日
の
午
前
中
は
混

み
合
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
の
で
、
で

き
る
だ
け
混
雑
す
る
日
や
時
間
帯
を

避
け
た
投
票
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◉
不
在
者
投
票
の
仕
方

⑴
指
定
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
院
・
入
所
し
て
い
る
人

　
入
院
・
入
所
し
て
い
る
病
院
な
ど

が
不
在
者
投
票
指
定
施
設
の
場
合

で
、
投
票
日
当
日
に
投
票
所
へ
行
け

な
い
人
は
、
そ
の
病
院
な
ど
で
投
票

で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
各

種
手
続
き
が
必
要
で
す
。
病
院
な
ど

へ
お
早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

⑵
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
他
の
市
町
村

に
滞
在
し
て
い
る
人

　
市
外
に
滞
在
中
の
人
は
、滞
在
先

の
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在

者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
、
事

前
に
投
票
用
紙
な
ど
を
文
書
で
請
求

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度

　
身
体
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人

は
、
自
宅
で
投
票
す
る｢

郵
便
等
に

よ
る
不
在
者
投
票
制
度｣

を
利
用
で

き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
で
投
票
で
き
る
の
は
、

法
律
で
決
め
ら
れ
た
要
件
に
該
当
し

「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
一
部
の
該
当
す
る
人
は
代

理
記
載
制
度
も
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

⑷
特
例
郵
便
投
票
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で

宿
泊
・
自
宅
療
養
な
ど
を
し
て
い
る

人
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

は
、「
特
例
郵
便
等
投
票
」
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑵
か
ら
⑷
に
つ
い
て
は
、
燕
市
選

挙
管
理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◉
選
挙
公
報
を
届
け
ま
す

　
候
補
者
の
氏
名
・
経
歴
・
政
見
や

写
真
な
ど
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を

各
自
治
会
を
通
じ
て
お
届
け
す
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

ま
す
。

　
ま
た
、
次
の
公
共
施
設
に
配
置
し

ま
す
の
で
、
必
要
な
人
は
各
施
設
の

窓
口
に
て
お
求
め
く
だ
さ
い
。

❶
市
役
所
（
１
階
つ
ば
め
ホ
ー
ル
）

❷
燕
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
（
燕
庁

舎
２
階
）  

❸
中
央
公
民
館 

❹
吉
田

産
業
会
館 

❺
分
水
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ナ
ー
（
分
水
公
民
館
）

◉
開
票
の
参
観
と
結
果

　
開
票
は
10
月
23
日
㈰
の
午
後
９
時

か
ら
、燕
市
民
体
育
館（
大
曲
）で
行

い
ま
す
。
入
場
制
限
は
行
い
ま
せ
ん

が
、参
観
を
希
望
す
る
人
は
、
係
員

の
指
示
に
従
い
、
十
分
な
感
染
症
対

策
を
行
っ
た
う
え
で
参
観
し
て
く
だ

さ
い
。

■
開
票
結
果
に
つ
い
て

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
開
票
当
日
の

午
後
10
時
か
ら
開
票
状
況
を
随
時
掲

載
し
ま
す
。

みんなの願い きれいな選挙

候補者を１人選び、投票所
に掲示されている氏名掲示
のとおりにその候補者氏名を投票用紙に
書いて投票してください。
誤字や氏名以外が記載された投票用紙は、
無効票となる場合があります。

投票時間　
午前７時～午後８時

投票用紙の書き方


